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第１６号様式（第１６条関係）奈良県 県税事務所長　殿
奈良県税条例第２７条第１項の規定により、下記のとおり報告します。人 円 人 円（実人員）（実人員） （実人員）（実人員） （実人員）

（Ｃ） （Ｄ）
円 円 円 円 円円 円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円 円円 円 円 円 円円 円 円注　(ｺ)欄の市町村民税の金額は前年度の3月31日現在の「県民税の賦課状況に関する報告書」の(ｳ)欄の差引最終課税額の課税総額の  金額と、(ｺ)欄の県民税の金額は同報告書の(ｺ)欄の差引最終課税額の課税総額の金額と符合すること。円配偶者特別控除額 扶養控除額 基礎控除額 計地震保険料控除額 障害者控除額 寡婦、ひとり親控除額 勤労学生控除額 配偶者控除額所　得　控　除　額　(6)　の　明　細雑 損 控 除 額 医 療 費 控 除 額 社会保険料控除額 小 規 模 企 業共済等掛金控除額 生命保険料控除額 円調 整 控 除 額             (11) 配当割額等控除額            　(12)   住宅借入金  特別税額控除額(13) 寄付金税額控除額             (14) 差 引 所 得 割 額   (15)(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)=(A)+(B)所 得 控 除 額                   (6) 課 税 標 準 額        (5)-(6)   (7) 所 得 割 額       (7)×税率   (8) 税 額 控 除 額                  (9) 減 免 税 額                   (10)

市町村民税の納期 県　民　税　の　所　得　割　額　算　出　明　細総　所　得                   (1) 分離課税にかかる譲渡所得                   (2) 山　林　所　得                   (3) 退　職　所　得                　(4) 計(1)+(2)+(3)+(4)   (5)
差  引  本  年  度  分           (ｳ)+(ｷ)+(ｼ)        (ｽ)市町村民税、県民税及び国森林環境税の課税総額に対する県民税の課税総額の割合(県民税特定按分率) ＝ 小数点第４位まで(小数点第５位以下切捨て)（Ｄ）差  引  現  在  額(ｺ)ｰ(ｻ)         (ｼ)前年度課税の特別徴収分 前年度３月31日現在の課税額    　     (ｺ)本年度４月１日以降の減額分　         (ｻ)合    計            (ｳ)+(ｶ)          (ｹ)

特別徴収 内訳 現年度分           (ｷ)次年度分           (ｸ)
所得割                 (ｵ)計      (ｱ)+(ｲ)    (ｳ) （Ａ）

計(ｴ)+(ｵ)=(ｷ)+(ｸ)  (ｶ) （Ｂ）均等割                 (ｴ)普通徴収 均等割                 (ｱ)区　　分 市町村民税 県民税納税義務者数 課税総額 納税義務者数 課税総額

市町村民税と県民税の課税総額に対する県民税の課税総額の割合(令和５年度以前賦課分の県民税特定按分率) ＝ 小数点第４位まで(小数点第５位以下切捨て)

県民税の賦課額等の決定に関する報告書
　　市町村長

年　　月　　日
所得割                 (ｲ)

(C)+(D)+国森林環境税額（Ｄ）（Ｃ）＋（Ｄ）



第１７号様式（第１６条関係）奈良県 県税事務所長　殿奈良県税条例第２７条第２項の規定により、下記のとおり報告します。人 円 円 円 円 円 人 円

人 円 円 円 人 円 円 円人 円 円 円 人 円 円 円
（Ｂ）（A)+(B)+国森林環境税額（Ｂ）（Ａ）＋（Ｂ）市町村民税、県民税及び国森林環境税の課税総額に対する県民税の課税額の割合(県民税確定按分率) ＝＝ 市町村民税滞納繰越分税額(10)-(11) (12)県民税滞納繰越分税額(10)×(C)又は(D)　　　　　　　(11)市町村民税、県民税及び国森林環境税の合計額(7)-(8)-(9) (10)

(B)(C)

県 民 税 の 賦 課 状 況 に 関 す る 報 告 書         　                                  （　　年3月31日現在）

(D)備考減  少  額その他の減少額        (9) 差引滞納繰越分税額納税義務者数法第４５条及び第３２３条の規定による減免額 　　  (8)

(A)

　　市町村長その他の減少額        (5) 納税義務者数 課 税 総 額(1)+(2)+(3)-(4)-(5) (6)区　　分 年　　月　　日
納税義務者数当初課税額課税総額               (1) 差引最終課税額減　少　額増　加　額分離課税に係る所得割額   (2) その他の増加額        (3) 法第４５条及び第３２３条の規定による減免額       (4)

次年度分        (ｳ)

計(ｹ)+(ｺ) (ｻ)
前年度課税の特別 徴収分        (ｶ)

次年度分　　    (ｺ)前年度課税の特別 徴収分        (ｽ)
特別徴収 普通徴収               (ｸ)現年度分　　    (ｹ)

現年度分        (ｲ)

市町村民税と県民税の課税総額に対する県民税の課税額の割合(令和５年度以前賦課分の県民税確定按分率)

計(ｲ)+(ｳ) (ｴ)合   計  　 (ｱ)+(ｴ)   (ｵ)本年度分 (ｱ)+(ｲ)+(ｶ)   (ｷ)
合   計  　 (ｸ)+(ｻ)   (ｼ)本年度分 (ｸ)+(ｹ)+(ｽ)   (ｾ)

区分 当初滞納繰越額納税義務者数 市町村民税、県民税及び国森林環境税の合計額 (7)

現年課税分
市町村民税
県民税

   普通徴収    (ｱ)特別徴収

滞納繰越分 令和６年度以降賦課分令和５年度以前賦課分
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第１９号様式（第１６条関係）奈良県 県税事務所長　殿奈良県税条例第２７条第４項の規定により、下記のとおり報告します。円 円 円 円 円 円 % 円
円 円 円 円 円 円 % 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

年　　月　　日

注１　(ｱ)欄の現年課税分の金額は、３月31日現在の「県民税の賦課状況に関する報告書」の(A)欄+(B)欄+(E)欄の金額と符合すること。　２　(ｱ)欄の滞納繰越分の金額は、　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　の(10)欄の金額と符合すること。　３　(ｸ)欄の確定按分率は、　　　　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　の(C)欄又は(D)欄の確定按分率と符合すること。　４　(ｹ)欄の現年課税分の金額は、　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　の(B)欄の金額と符合すること。　５　(ｹ)欄の滞納繰越分の金額は、　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　の(11)欄の金額と符合すること。  ６　滞納額(ｶ)欄の処理状況の（　）内の金額は、各項目ごとの市町村民税、県民税及び国森林環境税の合計額に確定按分率(ｸ)欄を乗じて得た金額であること。　　　なお、滞納額の内訳(ﾂ)欄、(ﾃ)欄、(ﾄ)欄及び(ﾅ)欄の（　　）内の計が計(ﾆ)欄と一致すること。　７　県民税の滞納額（括弧書き）の計(ﾆ)欄は、次の式で求めること。      差引県民税の最終課税額(ｻ) -  県民税の徴収済額(ｼ) -  県民税の欠損処分額(ﾁ) =　県民税の滞納税額(ﾆ)
計( )内は県民税滞納額

滞納額現年課税分 計(ﾂ)+(ﾃ)+(ﾄ)+(ﾅ)=(ｶ)　 (ﾆ)件数 滞納額 件数 滞納額 件数 滞納額 件数 滞納額 件数滞納額(ｶ)の処理状況 区分 差   押   済            　  (ﾂ) 滞納処分の停止                (ﾃ) 徴収猶予･換価猶予             　　  (ﾄ) 未 処 理 分         　　      (ﾅ)計
現年課税分 払　　込　　状　　況 (ｵ)のうち県民税の欠損処分額(ｵ)×(ｸ)  (ﾁ)払込済額       (ｽ) 未払込額    (ｾ) 払込歩合(ｽ)/(ｼ) 払込すべき延滞金(ｷ)×(ｸ)　(ｿ) (ｿ)のうち払込済延滞金  (ﾀ)県民税の徴収、払込状況 区分 (ｱ)のうち県民税の課税総額             (ｹ) (ｲ)のうち県民税の減額分(ｲ)×(ｸ) (ｺ) 差引県民税の最終課税額(ｹ)-(ｺ)   (ｻ) (ｴ)のうち県民税の徴収済額(ｴ)×(ｸ)  (ｼ)計
現年課税分 徴収済額         (ｴ) 欠損処分額       (ｵ) 滞 納 額(ｳ)-(ｴ)ｰ(ｵ)   (ｶ) 収入歩合(ｴ)/(ｳ) 徴収した延滞金      (ｷ) 確定按分率           (ｸ)

　　　　　　　　県　民　税　の　徴　収　状　況　に　関　す　る　報　告　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年５月31日現在）　　市町村長
市町村民税、県民税及び国森林環境税の徴収状況 区分 ３月31日現在課 税 総 額            (ｱ) ４月１日以降出納閉鎖期限までの減額分 (ｲ) 差引最終課税額(ｱ)-(ｲ)   (ｳ)滞納繰越分 令和６年度以降賦課分令和５年度以前賦課分

滞納繰越分 令和６年度以降賦課分令和５年度以前賦課分

滞納繰越分 令和６年度以降賦課分令和５年度以前賦課分



第１９号様式の２（第１６条関係）
 年 度 県 民 税  年 度 県 民 税  年 度 県 民 税（国森林環境税） （国森林環境税） （国森林環境税）円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円ただし 徴収金 ただし 徴収金 ただし 徴収金

　　　　　　年　　　　月　　　　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日払込先　　  市町村長
（送付先　　　　　　　　　県税事務所）

奈良県　　　　県税事務所長　殿奈良県　　　　県税事務所長　殿奈良県　　　　県税事務所長　殿奈良県　　　　県税事務所長　殿

奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関

上記のとおり払い込みます。
奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関奈良県指定金融機関

収 納 済 印 収 納 済 印 領　　収　　印奈奈奈奈良良良良県県県県指指指指定定定定金金金金融融融融機機機機関関関関

上記のとおり領収しました。上記のとおり収納しました。
県 民 税県 民 税内 訳 内 訳 県 民 税 内 訳年 月 日から年 月 日まで

番号 払 込市町村払 込 金 額本 税延 滞 金
徴徴徴徴 収収収収 金金金金 払払払払 込込込込 書書書書 番号 払 込市町村 番号 払 込市町村徴徴徴徴 収収収収 金金金金 領領領領 収収収収 証証証証 書書書書番号番号

年 月 日から年 月 日まで

徴収金収納済通知書徴収金収納済通知書徴収金収納済通知書徴収金収納済通知書

年 月 日から年 月 日まで

番号払 込 金 額 払 込 金 額払 込 金 額 払 込 金 額
計国森林環境税

本 税延 滞 金計国森林環境税
本 税延 滞 金計国森林環境税



第２０号様式（第１６条関係）奈良県 県税事務所長　殿
下記のとおり払い込んだので通知します。年度 月分

円 円 円( ) ( ) ( )円 円 円( ) ( ) ( )
(A)( ) ( ) ( )(B)( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

滞納繰越分

県民税の重加算金

払　　込年 月 日

(D)×按分率
(B)×按分率

(E)

年　　月　　日
　　市町村長

(G)
(D)(C)

(C)×按分率 (I)(J)
(H)

按分率

区        分

払込額

個人の市町村民税・県民税・国森林環境税の合計額 (ｱ)(ｱ)のうち県民税の額               (ｲ)県民税の過少申告加算金
個人の市町村民税・県民税・国森林環境税の合計額 (ｳ)収入額

(ｵ)のうち過少申告加算金払込額(ｶ)のうち不申告加算金払込額(ｷ)のうち重加算金払込額 (E)×按分率

県　民　税　払　込　通　知　書

(ｳ)のうち県民税払込額

前月末累計

重加算金       (ｷ)

日計　算　の　基　礎
本年度分課税総額又は滞納繰越額

月年払込金額(F)+(G)+(H)+(I)+(J) 払込場所年度等の区　　分 現年課税分

県民税の不申告加算金
当 月 中 当月末累計

(F)
延滞金         (ｴ)過少申告加算金 (ｵ)不申告加算金   (ｶ)

(ｴ)のうち延滞金払込額 (A)×按分率
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